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令和８年度第 䐵 回中小企業収益力強化サポート事業 

専門家派遣募集要項 
   

〇 申込受付期間 

第１回：令和８年５月２７日（水）～ ８月３１日（月） 

第２回：令和８年１０月頃を予定 

※ 申請要件についての詳細は Ｐ.８～９「２-１申込資格」をご覧ください。 

※ 各回の募集については、予定件数に達し次第終了します。 

 

〇 申込方法 

本事業ポータルサイト内の申込フォームよりお申し込みください。 

   ※ 申込方法についての詳細は P.９～１０「２-２ 申込方法 」をご覧ください。 

  URL： https://tokyo-shuekiryoku-kyoka.jp  

 

 

〇 問い合わせ先 

 

 

中小企業収益力強化サポート事務局 

TEL： 䐴䐷-䐺䐼䐺䐼-䐻䐴䐶䐽 

受付時間：平日 䐽:䐴䐴～䐵䐻:䐴䐴 まで（土日祝・年末年始（䐵䐶/䐶䐽～䐵/䐷）を除く） 

 

 

中小企業収益力強化サポート事業 検索 
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―申込にあたっての留意事項― 
 

〇 本事業における専門家派遣による支援は、１事業者につき１度のみ受けることが

できます。 

なお、申込の結果、支援対象とならなかった場合においては、次回以降の募 

集で再度申し込むことが可能です。 

〇 本事業は、令和 䐼 年度において、「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進

事業」（各コース）の交付決定を受けた場合は、本事業への申込はできません。 

〇 審査の結果や審査内容に関する個別のお問合せにはお答えできませんので、あら

かじめご了承ください。 

〇 支援が決定された場合、事業者の名称、所在地、業種、支援概要等を、公益財団

法人東京都中小企業振興公社（以下、「公社」という。）の事業実績として公表さ

せていただく場合があります。本事業への申込をもって、これに同意したものと

みなします。 
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１ 事業概要  

１-１ 事業目的  

物価高騰等による事業活動コストの増加は、中小企業の事業継続に深刻な影響を与えていま

す。このような経営課題を乗り越えていくためには、企業の収益力を改善・強化し、事業活動の

基盤強化を図る必要があります。 

物価高騰により事業継続に影響を受けている都内中小企業等を対象に、収益力を向上させる計

画策定や実行に向けた伴走支援、計画実行に必要な経費の一部助成を行い、中小企業の安定的な

事業継続を実現することを目的とします。 

 

１-２ 事業内容  

本事業は、専門家派遣による収益力強化計画の策定支援と、計画実行に必要な経費の一部助成

を行う支援の２段階に分かれています。今回は専門家派遣に関する募集となります。 

 

 

 

（１）専門家派遣 

【支援内容】 

物価高騰により事業継続に苦心している都内中小企業等の本社、工場等へ専門家が訪問

し、収益力の改善・向上に向けた伴走支援を行います。自社の経営課題や課題整理、財務状

況の分析、改善策の検討とアクションプラン策定、アクションプラン実行のフォローまでご

支援いたします。 

※伴走支援とは、経営課題を抱える中小企業・小規模事業者に対し、高度な専門知識を持つ

専門家を一定期間派遣し、ヒアリングや現地調査等を行ったうえで診断・助言を行い、事

業者自らが課題解決に取り組む「自走化」を支援する支援形態です。企業内部の可視化や

課題との向き合いの中で、中小企業・小規模事業者自身が課題解決に資する「気づき」を

得ることを通じて、企業の中⾧期的な成⾧に寄与する支援を行います。 
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取組例 

小売業：客層が固定化されており新規事業展開ができない老舗店舗が、会員制導入による 

    顧客データ活用を行い、販促による新規顧客開拓の取組を行う。 

飲食業：経営資源が限られ、深化・発展の取組ができない小規模店舗が、顧客分析による 

    メニュー改善を行うことで、フードロス削減によるコスト低減の取組を行う。 

製造業：既存顧客依存が強く深化・発展の取組ができない受託型企業が、 

    原価管理のためのツールを導入し、価格転嫁を行う。 

 

【支援方法・時間・支援回数・支援にかかる費用】 

 支援は、原則として対面で実施します。 

※ やむを得ない事情がある場合はオンラインも可能です。 

 支援は、原則として平日の日中に、1 回あたり 1.5 時間～2 時間程度で実施します。 

 支援の回数は、収益力強化計画策定まで最大 6 回です。 

 支援に係る費用は無料です。 

※ 初回及び最終回については、原則最終的な決定権を持つ代表若しくは担当役員のご同

席をお願いいたします。 

【派遣場所】 

 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県 

※ 東京都外の拠点への派遣は、東京都に本店登記がある事業者に限ります。 

  東京都に本店登記が無い場合は、東京都内にある拠点での実施となります。 

 

専門家派遣による伴走支援のイメージ 
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【派遣する専門家】 

中小企業の経営診断に関する相応の知識および経験を有し、収益力の改善・向上を目的

としたコスト削減や売上拡大等の支援実績を有する者 

※派遣する専門家については、申込内容を踏まえ、事務局が専門家派遣機関に派遣を依頼

し、当該内容に適した専門家を選定のうえ、派遣します。 

（２）中小企業収益力強化サポート助成金 

（１）の「中小企業収益力強化サポート事業」における専門家派遣を受け、専門家から

の提案に基づいた収益力強化計画を策定した企業に対し、必要な経費の一部を助成しま

す。 

・助成限度額:䐷䐴䐴 万円 

・助成率 :助成対象経費の 䐷 分の 䐶 以内 

※賃金引上げ計画を掲げ申請した場合は 䐸 分の 䐷 以内 

（小規模事業者の場合は 䐹 分の 䐸 以内) 

※賃金引上げ計画を達成できなかった場合、助成率は 䐷 分の 䐶 以内 

・助成期間 :交付決定日から 䐵 年 

なお、助成金のみの利用（申請）はできません。助成金申請に際しての募集要項は、助

成金申請開始前に改めてご案内をいたします。 

本助成金は、公社所定様式による申請を受け、審査の上決定します。詳細は別途事業ホ

ームページをご確認ください。 

 計画で策定された内容でも、審査の結果、対象経費として認められない場合がありま

す。 

 令和 8 年度第 1 回専門家派遣における助成金申請は、原則令和 8 年度実施の助成金に

申請してください。 

 助成金申請は国（デジタル庁）が提供する「Ｊグランツ」による電子申請による受付 

を予定しています。 Ｊグランツを利用するには「ＧビズＩＤ」でアカウント（ gBizID 

プライム）を取得する必要があるため、事前にアカウントを取得してからご申請くださ

い。 

（G ビズ ID 取得の詳細は以下のウェブサイトをご確認ください。） 

【G ビズ ID 】国 デジタル庁 公式ウェブサイト https://gbiz-id.go.jp 
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１-３ 中小企業収益力強化サポート助成金申請までの流れ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-４ スケジュール（予定）  

本事業は以下のスケジュールで実施します。（申込状況により早期に募集を終了するなどの変

更が生じる場合があります）  

項目  時期  備考  

募集期間  第 䐵 回：令和８年５月 䐶䐻 日～  

第 䐶 回：令和８年 䐵䐴 月頃予定～ 

募集は 䐶 回実施。両回合算で

支援対象企業数が 䐹䐴䐴 社に達

し次第、募集受付終了  

支援対象決定  第 䐵 回：令和８年５月 䐶䐻 日より順次  

第 䐶 回：令和８年 䐵䐴 月頃より順次予定 

申込受付後随時審査を実施し、

概ね１週間程度で審査結果を通

知予定（※䐵）  

専門家派遣の実施  支援決定から３～５カ月程度 䐵 社あたり 䐺 回を上限に実施 

助成金申請 第 䐵 回：令和８年 䐵䐴 月頃予定 以降、四半期ごとに募集予定 

（※䐵）審査にあたって申込者に追加の確認事項が生じる場合など、審査結果の通知に時間を 

     要する場合があります 

【中小企業収益力強化サポート助成金申請までの流れ】 

Step 䐴䐶 

専門家派遣の実施 

専門家とともに、
現状把握や経営課
題の整理、財務状
況の分析を行い、
収益力向上に向け
た検討を進めま
す。 

Step 䐴䐷 

収益力強化計画の
策定 

Step䐶 の専門家派
遣の中で、専門家
の提案を基に支援
を受ける中小企業
者が「収益力強化
計画」を策定しま
す。 

中小企業収益力 
強化サポート事業

への申込 

本事業に申込を行
い、審査・選定を
経て、専門家派遣
を受けます。 

Step 䐴䐵 

中小企業収益力 
強化サポート 
助成金の申請 

策定された「収益
力強化計画」の内
容に基づき、公社
所定様式により助
成金を申請しま
す。 

Step 䐴䐸 

《注意事項》 
※ 中小企業収益力強化サポート助成金の申請は、必ず上記 Step02 および Step03

を経て策定された「収益力強化計画」に基づいて行う必要があります。 
※ 助成金のみの申請はできません。 



8 
 

２ 募集内容  

２-１ 申込資格  

申込にあたっては、次の➀～➆の全ての要件を満たす必要があります。 

➀ 本事業の類似事業「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業」の交付決定を受

けていないこと 

➁ 申請受付開始日時点で以下ア・イのいずれかに該当すること 

ア 直近決算期の営業利益が、前期決算期と比較して減少していること 

イ 直近決算期において損失を計上していること 

※直近の決算期が 2025 年の場合、営業利益が 2024 年の決算期と比較して減少して 

いる、又は 2025 年の決算期で損失を計上している場合が要件に該当します。 

➂ 東京都内に登記簿上の本店又は支店を有すること 

➃  中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第 2 条第 1 項に規定する中小企業者等で、

下表のいずれかに該当すること 

 
   (注) 常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません 

※ 業種分類は日本標準産業分類に基づきます。 

※ 「常時使用する従業員数」とは、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の

予告を必要とする者」を従業員とします。 

➄  大企業が実質的に経営に参画していないこと（以下ア・イ・ウのいずれにも該当しない

こと） 
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ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の 2 分の 1 以上を同一の大企業が所有してい

る 

イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の 3 分の 2 以上を複数の大企業が所有してい

る 

ウ 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の 2 分の 1 以上を占めている 

なお、「大企業」とは、中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第 2 条に規定する

中小企業者に該当しないものをいう。ただし、以下は除く。 

・中小企業投資育成株式会社 

・投資事業有限責任組合 

➅ 東京都内で実質的に事業を行っている事業者であること 

実質的に事業を行っているとは、登記の有無や建物の所在の有無だけでなく、 客観的に

みて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指します。 申込内容、ホームペー

ジ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や 従業員の雇用状況等から総合

的に判断します。 
➆ 本事業における専門家による支援及び当該支援を踏まえた取組を適切に実施できること 

 

２-２ 申込 

（１）申込方法 

本事業への申込は、本事業のポータルサイト内に設置された申込フォームより行って

ください。 

申込フォームに必要事項を入力のうえ、必要書類を添付してお申し込みください。 

 

※ 申込フォームの公開は令和８年 䐹 月 䐶䐻 日を予定しております。 

（２）提出書類（申込フォームに添付） 

➀ 直近３期分の決算書 

・貸借対照表 

・損益計算書 

※創業３年未満等の理由により３期分の提出ができない場合は、提出可能な期の分 

 のみご提出ください。 

➁ 履歴事項全部証明書 

・発行から 3 ヶ月以内のもの 

※個人事業主の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の 

 控えをご提出ください。 
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（３）申込後の流れ 

申込フォームからの受付完了後、事務局にて確認のうえ、自動送信により「申込受付

完了メール」をお送りします。 

翌営業日の終了時刻までに申込受付完了メールが届かない場合は、事務局までお電話

にてご連絡ください。 

なお、ご連絡の前に、「迷惑メールフォルダ」や「削除フォルダ」に振り分けられて

いないかを必ずご確認ください。 

 

 

２-３ 審査・支援企業の決定 

事務局において、提出された申込内容をもとに審査を行い、本事業における支援の可否を決

定します。 

審査の過程において、申込内容に関する確認事項が生じた場合には、事務局から申込者に対

し、メールまたは電話により個別に照会を行うことがあります。 

審査結果については、支援の可否にかかわらず、全ての申込者に対してメールにより通知し

ます。 

なお、審査内容および審査結果に関する個別のお問合せにはお答えできませんので、あらか

じめご了承ください。  
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２-４ 申込から初回支援までの流れ 

 

  

 

３ 本支援ご利用にあたってのお願い  

本事業をご利用いただくにあたり、以下の事項について、あらかじめご理解とご協力をお願い

します 

（１）支援終了について 

本事業における支援は、収益力強化計画策定、事務局が実施するアンケートへの回答

をもって完了とします。 

（２）アンケート・調査・取材へのご協力について   

本事業の実施および効果検証、ならびに今後の事業改善の参考とするため、支援期間

中および支援終了後に、事務局が実施するアンケート調査や実施結果に関する調査へ

のご協力をお願いします。   

また、「事例記事」や「事例動画」等への掲載を目的として、広報・PR のための取

材、撮影、原稿確認等へのご協力をお願いする場合があります。 

【申込から初回支援までの流れまで】 

Step 䐴䐶 

審査・支援企業 
の決定 

提出された申込内
容をもとに、事務
局において審査を
行い、支援企業を
決定します。 

Step 䐴䐷 

支援決定通知 

審査結果について、
全ての申込企業に 
対し、メールにより
通知します。 

申込 

本事業ポータルサ
イトの申込フォー
ムから必要事項を
入力し、必要書類
を提出します。 

Step 䐴䐵 

初回支援予約 

支援決定企業に対
し、事務局から連
絡し、専門家によ
る初回支援の日程
等を調整・確定し
ます。 

Step 䐴䐸 

《注意事項》 
※ Step02 では、必要に応じて、申込内容に関する確認を行う場合がございます。 

概ね 1 週間程度で審査結果を通知予定です。 
※ 支援決定後、Step04 の初回支援予約において、事務局が別途案内する期日まで

にご対応いただけない場合は、支援を中止させていただく場合がございます。 

申込者 事務局 事務局 事務局 
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（３）秘密情報の取扱いについて  

本支援の利用にあたり、公社および専門家との間で秘密保持契約（NDA）を締結する

ことはできません。  

なお、専門家は、専門家派遣機関と公社との契約に基づき、業務上知り得た情報につ

いて守秘義務を負っています。 

（４）支援内容と責任の所在について 

本支援は、経営上の意思決定に対する助言を行うものであり、専門家が業務を代行す

るものではありません。   

最終的な判断および実行については、支援企業の責任において行っていただきます。 

（５）支援への参加者について 

専門家による支援には、原則として支援企業の役員および従業員のみが参加できま

す。   

なお、顧問や相談役等の肩書を有している場合であっても、支援企業の役員または従

業員に該当しない場合は、事前に事務局にご相談ください。 

（６）事務局および公社職員の同席について 

本事業の実施状況等により、事務局および公社職員が、支援への同席を行う場合があ

ります。 

（７）東京都への報告について 

本支援は東京都の公金を原資として実施する事業であるため、必要に応じて、東京都

に対し、支援内容や実施状況等を報告する場合があります。 

 

４ 注意事項  

４-１ 支援対象外となる事項  

申込者が次のいずれかに該当すると事務局が判断した場合は、本事業における支援の対象外

とします。 

 課題の解決方法の策定や導入するシステムの選定がすでに完了している場合（専門家の

助言が不要になるため） 

 申請企業による主体的な申込でない場合 

 助成金の活用のみを目的とした場合 

 専門家に作業を依頼したい場合（「助言・アドバイス」が支援内容になります。） 

 法令等若しくは公序良俗に違反し、またはその恐れがある場合  

 申込時点までの過去 䐹 年間に、法令等に違反した事実を事務局が認めた場合  
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 申込時点までの過去 䐹 年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等

に関して、不正等の事故を起こした事実を事務局が認めた場合  

 東京都暴力団排除条例（平成 䐶䐷 年東京都条例第 䐹䐸 号）に規定する暴力団関係者又は風

俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 䐶䐷 年法律第 䐵䐶䐶 号）第 䐶 条に

規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でない

と判断される業態を営むものである場合  

 事務局が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション（送り付け商法）、催眠商法、霊感商法

など公的支援先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断した場合  

 申込に際し虚偽の情報を記載し、その他公社及び事務局に対して虚偽の申告を行った場

合  

 その他、公社及び事務局が支援対象者として不適切と判断したとき  

 

４-２ 名称・所在地・代表者・ご連絡先等の変更について 

  名称・所在地・代表者・ご連絡先等に変更があった場合には、速やかに中小企業収益力強化

サポート事務局にお申し出ください。 

 

４-３ 支援決定後に支援の中止となる事項  

支援対象者が次のいずれかに該当すると事務局が判断した場合は、通知又は催告若しくは協

議のうえ、支援を中止する場合があります。  

 申込フォーム等で申告いただいた連絡先に連絡がつかない状態が一定期間続いたとき  

 支援決定後に、申込者が支援の受け入れを辞退したとき  

 支援対象者の主体的な参加が見込めないと事務局が判断したとき  

 申込時に申告された内容と異なる事実が認められたとき  

 偽り、隠匿その他不正の手段により支援を受けたとき又は受けようとしたとき  

 「䐶-䐵 申込資格」に記載する要件を満たさなくなったとき  

 「䐸-䐵 支援対象外となる事項」に該当すると事務局が判断したとき  

 支援対象者が会社更生法に基づく手続き、民事再生法に基づく手続き又は破産法に基づ

く手続き若しくはこれに準ずる手続き等を開始したとき  

 申込時点から支援の終了までの間に、法令等に違反したとき  

 申込時点から支援の終了までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成

事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき  
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 東京都暴力団排除条例（平成 䐶䐷 年東京都条例第 䐹䐸 号）に規定する暴力団関係者で ある

こと又は風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律（昭和 䐶䐷 年法律 第 䐵䐶䐶

号）第２条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として 社会通念

上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが 判明したと

き 

 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション（送り付け商法）、催眠商法、霊感商法 な

ど公的支援先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき 

 その他、公社及び事務局が支援の継続が困難であると判断したときや支援対象者として

不適切と判断したとき  

 

５ 申込者情報の取り扱いに関する事項  

申込者から収集した個人情報は、公益財団法人東京都中小企業振興公社個人情報保護指針 

(https://www.tokyo-kosha.or.jp/privacy.html)に基づき管理します。また、本事業における取り

扱いについては、下記「５-１ 利用目的」「５-２ 第三者への提供」をご確認ください。 

 

５-１ 利用目的  

 本事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。また、経営支援・技術支援等各

種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。事業案内やアンケート調査依頼等を

辞退される方は、事務局までご連絡ください。 

 

５-２ 第三者への提供  

第三者への提供は原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があります。  

 目的：公社からの行政機関への事業報告又は行政機関からの各種事業案内、アンケート調

査依頼等（事業案内やアンケート調査依頼等を辞退される方は、事務局までご連絡くださ

い。 

 項目：氏名、連絡先等、当該事業申請書記載の内容  

 手段：電子データ、プリントアウトした用紙  


